
医療費が高額になったら…
健 康 保 険

　健康保険の給付には、内容や支給要件等が健康保険法により定められている「法定
給付」と健保組合が独自に決めて法定給付に加えて給付する「付加給付」があります。
  けんぽだよりNo.70のアンケートの結果、当健保組合の付加給付についてのご質問
が多くよせられましたので、今回　では特に「高額な医療費を支払った時」の給付
について掲載します。 

　医療費負担額が一人、一か月、一病院・診療所（レセプト1件）

について、法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が

「高額療養費」として支給されます。これが法律で決められた

法定給付です。

  当健保組合では、さらに、受診者の自己負担の軽減をはかる

ため、法定自己負担限度額に対し、独自の横河電機健保自己負

担額（一般の方は30,000円、標準報酬月額が56万円以上の

上位所得者は40,000円）を超えた分を「付加給付」として支給

しています。  

　ただし、算出した額の1,000円未満の端数は切り捨てとな

り支給されません。

　なお、入院時食事療養費の標準負担額（780円/ 日）、差額ベッド代などは給付の対象になりません。  

　また、給付金はおよそ受診月の3か月後、レセプトをもとに自動的に算出し事業主を経由して支給していますので申請

等の必要はありません。任意継続被保険者の方には、直接健保組合より振込みとしています。

所得区分 横河電機健保自己負担額

40,000円

30,000円

25,000円

法定自己負担限度額

139,800円＋（医療費－466,000円）×1％

72,300円＋（医療費－241,000円）×1％

35,400円

一　　般

上位所得者
（標準報酬月額56万円以上）

低所得者
（市町村民税非課税世帯）

標準報酬月額56万円未満（一般）の被保険者が

入院して支払った一部負担金が300,000円の場合

（一部負担金300,000円を医療費総額に換算すると１ ,000,000円になります。）
例例

300,000円－ 220,110円－ 49,000円＝ 30,890円

一部負担金 高額療養費 付加給付金 最終自己負担額

法定自己負担
限度額

横河電機健保
自己負担額

付加給付金

79,890円－ 30,000円 ＝ 49,000円（1,000円未満切捨て）

300,000円－｛72,300円＋(1,000,000円－241,000円 )×1％｝＝ 220,110円

一部負担金 高額療養費（法定給付）法定自己負担限度額



医療費総額　1,000,000円

３割負担（一部負担金）

300,000円

最終自己負担額

30,890円

付加給付金

49,000円

高額療養費

７割（健保給付金）

700,000円

220,110円

支払った医療費が30万円だったら…
標準報酬月額56万円未満（一般の場合）




